
第80期定時株主総会招集ご通知に際しての

インターネット開示事項

連結計算書類の連結注記表

計算書類の個別注記表

（令和３年４月１日から令和４年３月31日まで）



― 1 ―

連 結 注 記 表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（連結計算書類作成のための基本となる事項の注記）
１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数及び名称

４社
モリ金属株式会社、関東モリ工業株式会社、
株式会社シルベスト、PT.MORY INDUSTRIES INDONESIA
前連結会計年度において連結子会社でありましたモリ販売株式会社は、2021年12月
15日付で清算したため、連結の範囲から除いております。

（2）非連結子会社の名称
該当する事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した関連会社の数及び名称

１社
Auto Metal Company Limited

（2）持分法を適用しない関連会社の名称
Mory Lohakit（Thailand）Company Limited
持分法を適用しない理由
持分法非適用会社は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、重要性
がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。



― 2 ―

４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

② デリバティブ
時価法

③ 棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
商品、製品、仕掛品
移動平均法
原材料
主として移動平均法
貯蔵品
最終仕入原価法

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、建物及び平成28年４月１日以降に取得した構
築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ３～50年
機械装置及び運搬具 主として14年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用ソフトウエア
社内における利用可能期間（主として５年）に基づく定額法
上記以外の無形固定資産
定額法

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額
を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を
計上しております。
④ 執行役員退職慰労引当金
執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給
額を計上しております。

（4）退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属
させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務債務の費用処理方法
過去勤務債務は、発生時の連結会計年度に一括して処理することとしております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（15年）による定額法により按分した額を、それぞれ翌連結会計年度
から費用処理することとしております。
③ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職一時金制
度については、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制
度については、直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務とする方法を用
いた簡便法を適用しております。
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（5）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
金利スワップについては、特例処理の要件を満たす場合は特例処理を採用しておりま
す。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 借入金利息

③ ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対
象の識別は個別契約毎に行っております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
金利変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定されるため、ヘッ
ジの有効性の判定は省略しております。
金利スワップの特例処理の要件を満たす場合は、有効性の評価を省略しております。

（6）重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履
行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以
下のとおりであります。
当社及び連結子会社はステンレス関連事業であるステンレス管、ステンレス条鋼、ステ
ンレス加工品、鋼管の製造販売であり、併せて、パイプ加工の省力化用としてパイプ切断
機等の機械の製造販売をおこなっております。
当社及び連結子会社は、製品を顧客に供給することを履行義務としており、顧客が当該
製品に対する支配を獲得したとき、すなわち、製品を顧客に引き渡した時点で、顧客に製
品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転し、顧
客から支払いを受ける権利を獲得し、履行義務が充足されると判断しております。
ステンレス関連製品においては、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期
間が通常の期間であることから、出荷時点において収益を認識しております。
機械においては、検収を受けた時点において顧客に支配が移転したと判断し、検収時点
において収益を認識しております。
取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価から、値引き額等を
控除した金額で算定しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね1
年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
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（7）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為
替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額
は純資産の部における非支配株主持分及び為替換算調整勘定に含めております。

会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和２年３月31日。以下「収益認識会
計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧
客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識する
ことといたしました。
これにより、従来営業外費用に計上していた売上割引については、売上高から減額しておりま
す。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84条ただし書きに定める経過的な
取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積
的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を
適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度
の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな
会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法
を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を
反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の
利益剰余金に加減しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結損益計算書
は、売上高及び営業利益はそれぞれ26百万円減少しておりますが、経常利益及び税金等調整前
当期純利益に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年７月４日。以下「時価算定
会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金
融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年７月４日）第44－２項に定める経過
的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ
ととしております。なお、連結計算書類に与える影響はありません。
また、「連結注記表（金融商品に関する注記）」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等に関する事項等の注記を行うこととしました。
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追加情報
当社及び連結子会社は、固定資産の減損等の会計上の見積りについては、連結計算書類作成時

において入手可能な情報に基づき実施しております。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、前連結会計年度は特にPT MORY

INDUSTRIES INDONESIAにおいて受注減少による売上の一時的な落ち込みは見られたものの、
当連結会計年度においては受注は順調に回復しており、今後の当社及び連結子会社の業績に与え
る重要な影響はないという仮定に基づき会計上の見積りを行っております。
しかしながら、本感染症の収束時期は不透明であり、今後の財政状態、経営成績の状況に影響

を及ぼす可能性があります。

連結貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
該当する事項はありません。

２．有形固定資産の減価償却累計額 27,811百万円

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末
普通株式（株） 7,846,480 ― 80,100 7,766,380

２．剰余金の配当に関する事項
当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基 準 日 効力発生日

令和３年６月25日
定時株主総会 普通株式 470 60 令和３年

３月31日
令和３年
６月26日

令和３年10月29日
取締役会 普通株式 235 30 令和３年

９月30日
令和３年
12月１日

当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基 準 日 効力発生日

令和４年６月28日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 776 100 令和４年

３月31日
令和４年
６月29日
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３．新株予約権等に関する事項
該当する事項はありません。

金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、おおむね１年以内に決済されるも
のであり、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスク
に晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、おおむね半年以内の支払期日であ
ります。借入金は、主に運転資金並びに設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであ
ります。これらの営業債務並びに借入金等の金銭債務は、流動性リスクに晒されておりま
す。なお、借入金の一部については、支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金
利スワップを利用しております。

２．金融商品の時価等に関する事項
令和４年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注）
２．をご参照ください。）。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、
電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、1年内返済予定の長期借
入金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しており
ます。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額

投資有価証券

その他有価証券 2,808 2,808 ―

資産計 2,808 2,808 ―

長期借入金 670 665 △ 4

負債計 670 665 △ 4
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（注）１．投資有価証券
保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。
その他有価証券

（単位：百万円）
区分 連結貸借対照表計上額 取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
株式 2,586 1,170 1,415

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 2,586 1,170 1,415
連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
株式 23 24 △ 0

債券 198 200 △ 1

その他 ― ― ―

小計 222 224 △ 1

合計 2,808 1,395 1,413

（注）２．市場価格のない株式等
（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式
関係会社株式 595
その他 131

合計 726
上記については、「投資有価証券」には含めておりません。
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（注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内 10年超

預金 13,578 ― ― ―
受取手形及び売掛金 9,154 ― ― ―
電子記録債権 5,889 ― ― ―
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの（公社債） ― 99 99 ―

合計 28,622 99 99 ―

（注）４．長期借入金等の連結決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

１年内返済予定の長期借入金 836 ― ― ― ― ―
長期借入金 ― 170 500 ― ― ―

合計 836 170 500 ― ― ―

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下
の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に
より算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット
以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類しております。
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（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 2,610 ― ― 2,610
社債 ― 198 ― 198

資産計 2,610 198 ― 2,808

（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 ― 665 ― 665

負債計 ― 665 ― 665
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しており、活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時

価に分類しております。
社債
当社が保有している社債は、その時価を市場価格から算定しておりますが、活発な市場における相場価格

とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。
長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引

いた現在価値により算定しております。金利スワップの特例処理によるものは当該対象の時価に含めて記載
し、レベル２の時価に分類しております。
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収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
報告セグメント その他

(注) 合計
日本 インドネシア 計

ステンレス管 22,457 1,426 23,884 ― 23,884
ステンレス条鋼 10,464 ― 10,464 ― 10,464
ステンレス加工品 1,178 ― 1,178 ― 1,178
鋼管 6,722 ― 6,722 ― 6,722
機械 663 ― 663 ― 663
その他 ― ― ― 162 163
顧客との契約から生じる収益 41,487 1,426 42,913 162 43,076
外部顧客への売上高 41,487 1,426 42,913 162 43,076
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、自転車関連商品の販売にかかる
事業であります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社及び連結子会社は、以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するに応じて）収益を認識する。

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行
義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、「連
結注記表（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）４.会計方針
に関する事項（６）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 5,958円67銭
２．１株当たり当期純利益 551円47銭

重要な後発事象に関する注記
該当する事項はありません。
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個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
（計算書類作成のための基本となる事項の注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（2）デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法

（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
① 商品、製品、仕掛品、原材料
移動平均法

② 貯蔵品
最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、建物及び平成28年４月１日以降に取得した構築
物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ３～50年
機械及び装置 主として14年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用ソフトウェア
社内における利用可能期間（主として５年）に基づく定額法
上記以外の無形固定資産
定額法
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（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（4）長期前払費用
契約期間等により毎期均等償却

３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上
しております。

（2）賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

（3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる
方法については、期間定額基準によっております。
過去勤務費用は、発生時の事業年度に一括して処理することとしております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（15年）による定額法により按分した額を、それぞれ翌事業年度から費用処理
することとしております。
未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。

（4）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計
上しております。

（5）執行役員退職慰労引当金
執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額
を計上しております。
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４．ヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。
金利スワップについては、特例処理の要件を満たす場合は特例処理を採用しておりま
す。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 借入金利息

（3）ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象
の識別は個別契約毎に行っております。

（4）ヘッジ有効性評価の方法
金利変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定されるため、ヘッジ
の有効性の判定は省略しております。
金利スワップの特例処理の要件を満たす場合は、有効性の評価を省略しております。

５．重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び
当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりでありま
す。
当社はステンレス関連事業であるステンレス管、ステンレス条鋼、ステンレス加工品、鋼
管の製造販売であり、併せて、パイプ加工の省力化用としてパイプ切断機等の機械の製造販
売をおこなっております。
当社は、製品を顧客に供給することを履行義務としており、顧客が当該製品に対する支配
を獲得したとき、すなわち、製品を顧客に引き渡した時点で、顧客に製品の法的所有権、物
理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転し、顧客から支払いを受ける
権利を獲得し、履行義務が充足されると判断しております。
ステンレス関連製品においては、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間
が通常の期間であることから、出荷時点において収益を認識しております。
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機械においては、検収を受けた時点において顧客に支配が移転したと判断し、検収時点に
おいて収益を認識しております。
取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価から、値引き額等を控
除した金額で算定しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね1年
以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。

６．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし
て処理しております。
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会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和２年３月31日。以下「収益認識会

計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に
移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること
といたしました。
これにより、従来営業外費用に計上していた売上割引については、売上高から減額しておりま

す。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84条ただし書きに定める経過的

な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的
影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より
前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を
遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、
当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契
約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減し
ておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高

及び営業利益はそれぞれ26百万円減少しておりますが、経常利益及び税引前当期純利益に与え
る影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年７月４日。以下「時価算定

会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商
品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年７月４日）第44－２項に定める経過的な
取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することと
しております。なお、計算書類に与える影響はありません。

追加情報
当社は、固定資産の減損等の会計上の見積りについては、計算書類作成時において入手可能な

情報に基づき実施しております。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、今後の当社の業績に与える重要な影響はないと

いう仮定に基づき会計上の見積りを行っております。
しかしながら、本感染症の収束時期は不透明であり、今後の財政状態、経営成績の状況に影響

を及ぼす可能性があります。
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貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

該当する事項はありません。

（2）担保に係る債務
該当する事項はありません。

２．有形固定資産の減価償却累計額 22,709百万円

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
関係会社に対する短期金銭債権 637百万円
関係会社に対する短期金銭債務 152百万円

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
関係会社への売上高 6百万円
関係会社からの仕入高及び外注加工高 674百万円
関係会社との営業取引以外の取引高 500百万円

株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末
普通株式（株） 231 80,099 80,100 230

（注） 自己株式の増加及び処分の内容は次のとおりであります。
（1）自己株式の増加

・単元未満株式の買取りによる自己株式の取得による増加 199株
・会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得に
よる増加

79,600株

・譲渡制限株式の取得による増加 300株
（2）自己株式の処分

・会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却 80,100株
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税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
子会社株式 1,022百万円
賞与引当金 106百万円
貸倒引当金 92百万円
事業税 77百万円
減損損失 73百万円
退職慰労引当金 50百万円
役員退職給付引当金 47百万円
その他 163百万円
繰延税金資産小計 1,634百万円
評価性引当額 △ 1,324百万円
繰延税金資産合計 310百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △ 399百万円
前払年金費用 △ 378百万円
その他 △ 6百万円
繰延税金負債合計 △ 783百万円
繰延税金資産の純額 △ 473百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、
当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100
分の５以下であるため注記を省略しております。
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関連当事者との取引に関する注記
１．子会社等

属性 会社等
の名称 住所 資本金 事業の内容

又は職業

議決権等
の所有
（被所有）
割合

関係内容
取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社 モ リ 金 属
株 式 会 社

大阪府
河内長
野市

340
百万円

ステンレス
管及びその
加工品の製
造

所有
直接
100.0％

兼任
２人
出向
２人

製品の加
工委託等

資金の貸付

貸付金の返済

利息の受取

受取賃貸料

170

194

8

4

１年内回収予定の
関 係 会 社
長期貸付金

関 係 会 社
長期貸付金

220

345

子会社 関東モリ工業
株 式 会 社

埼玉県
狭山市

340
百万円

ステンレス
管及びその
加工品の製
造

所有
間接
100.0％

兼任
２人
出向
３人

製品の加
工委託等

資金の貸付

貸付金の返済

利息の受取

受取賃貸料

730

559

19

114

１年内回収予定の
関 係 会 社
長期貸付金

関 係 会 社
長期貸付金

532

1,065

子会社
PT.MORY
INDUSTRIES
INDONESIA

インド
ネシア
西ジャ
ワ州

17
百万
USD

ステンレス
管の製造・
販売

所有
直接
95.4％

出向
４人

役員の派
遣

貸付金の返済

利息の受取

119

11

１年内回収予定の
関 係 会 社
長期貸付金

関 係 会 社
長期貸付金

183

795

子会社 株 式 会 社
シルベスト

大阪府
河内長
野市

10
百万円

自転車関連
商品の販売

所有
間接
100.0％

兼任
１人
出向
３人

役員の派
遣 利息の受取 4 関 係 会 社

長期貸付金 320

（注） ㈱シルベストは、令和４年１月より事業を休止しております。

取引金額及び取引条件の決定方針等
１．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、
担保は受け入れておりません。
２．貸付金の返済については、モリ金属株式会社及び関東モリ工業株式会社は返済期間を定
めた分割返済としており、PT.MORY INDUSTRIES INDONESIA及び株式会社シルベス
トは返済期限を定めた一括返済としております。
３．受取賃貸料については、近隣の取引実勢等により算定した価格をもとに交渉した上契約
を締結しております。

２．役員及び個人主要株主等
該当する事項はありません。
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収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表（収益認識に

関する注記）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 5,755円79銭
２．１株当たり当期純利益 553円75銭

重要な後発事象に関する注記
該当する事項はありません。


